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国民健康保険町立和寒病院の

院外処方への移行について
　　　　　　 ～外来患者のみなさまへ～

　町立病院では４月２日から、厚生労働省が推進する医薬分業の方針に基づき、外来
患者の皆様を対象に院外処方せんを発行いたします。患者の皆様のお薬は、院外の保
険薬局で受け取っていただくこととなりましたのでご理解並びにご協力下さいますよ
う、よろしくお願いいたします。
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診察が済んだ後で、原則
として、全ての診療科に
おいて院外処方せんが発
行されます。
今までどおり病院の会計
を済ませてください。

Ｑ１．院外処方せんのメリットは？
　処方されているお薬をすべて記録して、お薬の飲
み合わせ・副作用等を調べ薬害を末然に防ぎます。
服用について説明を受けたり、相談したりすること
ができます。

Ｑ２．処方せんは本人以外の者が持って行っても調
剤してもらえますか？
　「処方せん」があれば、ご本人でなくてもかまい
ません。患者さんはお宅でお休みになり、ご家族の
方などが「処方せん」をお持ちになっても、お薬を
受け取ることができます。

Ｑ３．お薬だけほしい場合は、病院に行かなくても
薬局で調剤できますか？
　それはできません。薬局では医師の診断の結果、
病状に応じて出された「処方せん」に基づき調剤し
ますので、その都度受診しなければなりません。毎
回必ず病院で受診し、処方せんを受け取り、薬局に
持参しないと薬をもらうことはできません。

Ｑ４．院外処方せんを紛失したらどうしますか？
　病院に行って処方せんの再発行の手続きが必要に
なります。（処方せん料がかかります。）

Ｑ５．処方せんに記載があるが、いらない薬がある
場合はどうしたらいいの？
　病院から処方せんを渡された時点で、まず薬の名
前を確認してみて下さい。その場で気が付けば、す
ぐに主治医に話して下さい。薬局でお薬を渡された
ときに気が付いた場合は、薬剤師にその旨を話して
下さい。薬剤師が処方せんに書いてあるお薬を勝手
に削除したり追加することはできません。しかし、
必要があれば薬剤師は医師に連絡し対応します。

Ｑ６．支払いはどうなるんですか？
　病院では診察料、検査料、処方せん料等の保険負
担分をお支払いいただきます。
　薬局では、薬代、調剤料、管理指導料の保険負担
分をお支払いいただきます。
　尚、薬局でも老人保健、乳児医療、労災保険等が
適用になります。

Ｑ７．プライバシーは守られますか？
　薬剤師も医師と同様に患者さんの情報について守
秘義務が法律で定められています。ご安心下さい。
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薬局は自由にお選びいた
だいて結構ですが、お住
まいの近く等に「かかり
つけ薬局」を決めていた
だくと便利でしょう。
「保険薬局」「保険調剤」
「処方せん受付ます」な
どの表示がある薬局で
す。

和寒町内の保険薬局は
　　・和寒調剤薬局（西町）
　　・渡部薬局（北町）
町外の薬局をご希望のかたは、係りの者に
お申し出ください。

病院内にファックスコーナーを設置しま
す。お薬をできるだけ早く用意するため、
ファクスにより予め院外処方せんを 保険
薬局に送信するサービスを行っています。
お気軽にご利用ください。
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ご不明な点等がありましたら、薬剤師または、受付や事務所にお気軽にご相談ください。

院外薬局の受付に処方せ
んをお渡しください。
医師の処方せんどおりに
調剤が行われるので、お
渡しするお薬はこれまで
と同じです。


